
け
い
じ
ば
ん
（
お
知
ら
せ
）

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
　広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
　広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）

（
有
料
広
告
）

日曜納税窓口

月　の　納　税

月中のひとの動き

2018.5 1415 2018.5

５月27日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所2階1番窓口）

●軽自動車税　　　　　　全期
（納期限：５月31日㈭）
5

人口   102,074人(前月比△88)
　男 48,841 人 (同△22)
　女 53,233 人 (同△66）
世帯 45,084 世帯（同△8）
転入    191人 転出    226人
出生      58人 死亡    111人

２
（３月１日現在）

■
統
一
テ
ー
マ

　
と
も
に
築
こ
う
　
豊
か
な
消
費

社
会
　
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い

■
消
費
生
活
ト
ラ
ブ
ル
相
談

と
き　
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分

と
こ
ろ　
津
山
市
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー（
市
役
所
１
階
１
番
窓
口
）

■
消
費
者
パ
ネ
ル
展

と
き　
５
月
21
日
㈪
～
30
日
㈬

と
こ
ろ　
市
立
図
書
館（
ア
ル
ネ・

津
山
４
階
）

問
津
山
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
－
２
０
５
７

　
耕
作
を
目
的
と
し
た
農
地
取
得

の
下
限
面
積
（
平
成
30
年
度
）
は

次
の
と
お
り
で
す
。

下
限
面
積　
30
ア
ー
ル
（
３
０
０

　
０
平
方
メ
ー
ト
ル
）

問
農
業
委
員
会
事
務
局
（
農
業
振

興
課
内
）
☎
32
－
２
１
５
９

　
移
住
促
進
の
拠
点
と
な
る
「
津

山
ぐ
ら
し
移
住
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
」
を
津
山
圏
域
雇
用
労
働
セ
ン

タ
ー
内（
山
下
）に
開
設
し
ま
し
た
。

　
住
居
や
仕
事

の
マ
ッ
チ
ン
グ

（
適
合
）、
ト
ラ

イ
ア
ル
ス
テ
イ

（
お
試
し
ぐ
ら

し
）
の
ご
案
内

な
ど
、
Ｉい
じ
ゅ
う

Ｊ
Ｕ
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

（
案
内
人
）
が
き
め
細
や
か
に
対

応
し
ま
す
。
お
知
り
合
い
の
人
で

移
住
を
検
討
し
て
い
る
人
が
い
ま

し
た
ら
、ぜ
ひ
、ご
案
内
く
だ
さ
い
。

問
津
山
ぐ
ら
し
移
住
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
☎
24
－
３
７
８
７

開
館
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
10

時
（
毎
週
木
曜
日
・
年
末
年
始

を
除
く
）

施
設
内
容　
体
育
館
、
会
議
室
、

和
室
、
音
楽
室
、
調
理
実
習
室

申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
窓
口
で

直
接
申
し
込
む

※
利
用
料
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
津
山
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
勝
部
）
☎
22
－
５
４
５
０

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
保
険
料
免
除
制
度

　
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
、

対
象
期
間
に
お
け
る
前
年
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ

り
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部

（
４
分
の
３
、
半
額
、
４
分
の
１
）

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

■
納
付
猶
予
制
度

　

本
人
（
50
歳
未
満
の
人
）・
配

偶
者
の
、
対
象
期
間
に
お
け
る
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
ま
す
（
平
成
28
年
６
月
分

以
前
は
、30
歳
未
満
の
人
が
対
象
）。

―
―
―
― 

共
通
項
目 

―
―
―
―

対
象
期
間　
申
請
時
点
の
２
年
１

カ
月
前
の
月
～
平
成
30
年
６
月

ま
で

申
請
に
必
要
な
も
の　
個
人
番
号

の
分
か
る
も
の
と
顔
写
真
付
き

身
分
証
明
書
、
ま
た
は
年
金
手

帳
、
印
鑑
、
離
職
票
か
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
（
失
業
が
理

由
で
申
請
す
る
場
合
）

問
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
７

　
番
窓
口
）
☎
32
－
２
０
７
２
、

各
支
所
・
出
張
所
担
当
課
、
津

山
年
金
事
務
所
（
田
町
）
☎
31

－
２
３
６
０

　
障
害
の
等
級
な
ど
に
よ
り
、
軽

自
動
車
税
が
減
免
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

締
め
切
り　
５
月
31
日
㈭

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
税
制
課
（
市
役
所
２
階
２
番
窓

口
）
☎
32
－
２
０
１
７
、

 

32

－
２
１
５
１

と
き　
５
月
２
日
㈬
午
前
10
時
～

正
午

と
こ
ろ　
岡
山
地
方
・
家
庭
裁
判

所
津
山
支
部
（
椿
高
下
）

相
談
内
容　
土
地
、
家
屋
、
金
銭

の
貸
借
、
離
婚
、
相
続
な
ど

問
岡
山
地
方
裁
判
所
（
岡
山
市
）

　
☎
０
８
６
－
２
２
２
－
６
７
７
１

　
土
地
や
建
物
の
相
続
登
記
を
し

な
い
う
ち
に
相
続
人
が
亡
く
な
る

と
、
相
続
関
係
が
複
雑
に
な
り
、

調
査
に
時
間
が
か
か
っ
た
り
、
手

続
き
費
用
が
高
額
に
な
っ
た
り
し

ま
す
。
大
切
な
財
産
を
未
来
に
つ

な
げ
る
た
め
、
早
め
に
相
続
登
記

を
し
ま
し
ょ
う
。

相
談
日　
平
日
午
前
９
時
～
午
後

４
時
（
祝
日
と
年
末
年
始
を
除

く
）

と
こ
ろ　
岡
山
地
方
法
務
局
津
山

支
局
（
田
町
）

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す

問
岡
山
地
方
法
務
局
津
山
支
局

　
☎
22
－
９
１
５
５

と
き　
平
日
午
前
９
時
～
午
後
４

時（
祝
日
と
年
末
年
始
を
除
く
）

と
こ
ろ　
自
立
相
談
支
援
セ
ン
タ

ー
（
市
役
所
１
階
12
番
窓
口
）

相
談
内
容　
生
活
費
や
仕
事
な
ど

に
関
す
る
困
り
ご
と

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す

問
生
活
福
祉
課
☎
32
－
２
１
３
３

と
き　
５
月
17
日
㈭
午
前
11
時
～

正
午

と
こ
ろ　
神
南
備
園
（
大
谷
）

相
談
内
容　
肢
体
不
自
由
障
害
に

関
す
る
こ
と

持
っ
て
く
る
も
の　
印
鑑
、
身
体

障
害
者
手
帳
、
使
用
中
の
補
装

具
、
年
金
額
が
分
か
る
も
の

申
込
方
法　
障
害
福
祉
課
に
電
話

ま
た
は
直
接
申
し
込
む

問
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
10

番
窓
口
）
☎
32
－
２
０
６
７
、

　

 

32
－
２
１
５
３

　
日
常
生
活
で
の
困
り
ご
と
や
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
な
ど
、
ご
相
談

を
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

と
き　
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５

時（
祝
日
と
年
末
年
始
を
除
く
）

問
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

専
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
１

　
２
０
－
７
７
１
－
２
０
８

そ
の
他
の
相
談
は
22
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す

　
自
然
環
境
の
美
化
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

と
き　
５
月
18
日
㈮
～
25
日
㈮
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

と
こ
ろ　
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ

ー
問
環
境
生
活
課
☎
32
－
２
０
５
５

　
道
路
上
に
は
み
出
し
た
木
の
枝

や
倒
木
は
、
運
転
者
や
歩
行
者
の

視
界
を
妨
げ
、
危
険
に
さ
ら
す
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
安
全
な
通
行
の

た
め
、
樹
木
の
所
有
者
は
、
伐
採

な
ど
の
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
枝
木
や
倒
木
が
原
因
で
交
通
事

故
が
発
生
し
た
場
合
、
所
有
者

が
事
故
の
責
任
を
問
わ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す

問
管
理
課
☎
32
－
２
０
８
９

お
知
ら
せ

土地の固定資産税が高くなった
のですが…

🆀　昨年、古い住宅を取り壊しました。
今年、その土地の固定資産税の税額

が、昨年と比べて高くなりました。なぜ
ですか？

🅐　人が居住するための建物が建築され
ている土地の固定資産税は、住宅用地
の特例が適用され、減額されています。
しかし、建物を取り壊すとこの特例が適
用されなくなり、固定資産税が高くなる
ことがあります。ただし、建て替えのた
めに住宅を取り壊した場合には、住宅用
地の特例を１年間延長できる制度があり
ます。詳しくは、お問い合わせください

問課税課（市役所２階４番窓口）
　☎ 32-2016

税金Q＆A税金Q＆A

身
体
・
精
神
に
障
害
の
あ
る
人
の

軽
自
動
車
税
の
減
免

５
月
は「
消
費
者
月
間
」

無
料
法
律
・
人
権
相
談
所

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か

生
活
困
窮
者
自
立
相
談

身
体
障
害
者
巡
回
更
生
相
談

川
と
海
の
環
境
啓
発
パ
ネ
ル
展

農
地
取
得
の
下
限
面
積

津
山
ぐ
ら
し
移
住
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー 

開
設

ご
利
用
く
だ
さ
い 

津
山
勤
労
者

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

道
路
上
に
は
み
出
し
た
枝
木
や

倒
木
の
処
理
の
お
願
い

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
た
め
の

相
談
専
用
電
話


